
　　平成２３年３月

会 計 管 理 者 吉 村 治

Ⅰ　総括コメント

1 会計事務処理の適正な執行

・

2 工事施行適正化検査の実施

・

Ⅱ　「政策合意」項目に係る結果について

・別紙「平成２２年度　施策項目に係る実施結果報告（会計局）」のとおり

　工事施工中の早い段階で、施工計画書どおり施工されているかを確認し、適正
な施工管理、安全管理の徹底を指導しました。特に、工事の中断や遅れによる周
辺への影響がでないように指導しました。

　補助金交付団体についても、補助金交付事務マニュアルに基づく適正な会計処
理について指導を強化しました。

　会計事務職員研修等では、法令等の規定の説明に加え、「公務員倫理の徹底」
や「不適正な会計処理の事例」を追加し、公金を取り扱っていることの責務や重
要性の認識について、改めて職員の意識改革を徹底しました。

　「福井新元気宣言」の４つのビジョンを着実に実現していくため、平成２２年４月に掲げた施
策・事業の実施結果について、次のとおり報告します。

平成２２年度「福井新元気宣言」推進に係る施策の実施結果

　各所属長が、会計事務自己点検により、購入した物品の現物確認や支払、発注
等の進捗状況を確認しました。また、その点検状況を会計管理者が所属長ヒアリ
ングにより、適正に執行されていることを確認しました。

（平 成 ２３年 ３ 月 末 現 在）

　業者帳簿等により購入物品が適正に納入されていることを確認しました。
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役職 会計管理者 氏名 吉　村　　治

平成２２年度　施策項目に係る実施結果報告（会計局）

【取組結果の区分】
　 　・目標を上回って達成しました。（例：成果が目標を概ね２割超えて達成されたもの）
　　 ・目標を達成しました。（例：成果が目標どおり達成されたもの）
　　 ・目標を一部達成しませんでした。（例：成果の一部が目標に及ばなかったもの）
 　　・目標にはいたりませんでした。（例：成果が目標に及ばなかったもの）
 　　・引き続き実施します。（例：成果を上げるためには年度を超えて実行する必要のあるもの）

実　　施　　結　　果

（　平　成　23年　3　月　末　現　在　）

項　　目

◇　工事施行適正化検査の実施
　　工事施工中の早い段階で、施工計画書
　どおり施工されているかを確認し、適正
　な施工管理、安全管理の徹底を指導しま
　す。特に、工事の中断や遅れによる周辺
　への影響がでないように指導します。

◇　会計事務処理の適正な執行
　　購入物品の現物確認や予算の執行状況
　を把握するため、各所属長が会計事務自
　己点検を行い、その点検状況を会計管理
　者が所属長へのヒアリングにより確認し
　ます。
　　また、会計事務職員研修の内容に「公
　務員倫理の徹底」や「不適正な会計処理
　の事例」を加えるとともに、全所属を対
　象として購入物品が適正に納入されてい
　るかを業者帳簿等により確認し、適正な
　会計事務処理の徹底を図ります。
　　さらに、補助金交付団体についても、
　補助金交付事務マニュアルに基づく適正
　な会計処理について指導を強化します。

〔成果等〕　引き続き実施します。

　各所属長が、会計事務自己点検により、現金、通帳および購
入した物品等について現物を確認するとともに、支払や発注に
ついて進捗状況を確認しました。また、その点検状況を会計管
理者が所属長ヒアリングにより確認した結果、適正に執行され
ていました。

　会計事務職員に加え、その管理監督職員に対し、「公務員倫
理の徹底」や「不適正な会計事務処理の具体的事例」の研修を
行い、改めて職員の意識改革を徹底しました。
　
　　　研修実施回数　１１回　　参加職員数　延べ８２５人
　
　また、全所属を対象に、購入物品に関する業者帳簿等との確
認を行った結果、適正に納入されていました。
　
　　　確認件数　　　　６７５品目

　補助金交付団体についても、補助金交付事務マニュアルの検
査項目に「使いきり意識の排除」や「納入業者との取引内容の
事実確認」を追加するなど指導を強化しました。

　　　検査団体数　　　　７６団体

　工事施工中の早い段階で、安全管理・施工管理を重点的に検
査・確認し、法令違反等の重大な改善事項はありませんでした
が、不適切な事項については口頭指導により改善を求め、適正
な施工を確保し品質の向上を図りました。
＜口頭指導により改善された主な事例＞
　・工事現場出入り口と公道との交差点における危険回避を
　　徹底するための、注意看板、バリケード、誘導員の設置

　　　検査件数　　100件

〔成果等〕　目標を達成しました。
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